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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光伝送路上に直列に複数のラマン増幅器が設けられた光中継伝送システムであって、
　上記ラマン増幅器は、ラマン増幅用光ファイバを備え、該ラマン増幅用光ファイバの両
端に、各ラマン増幅器を相互に接続する光伝送路が接続され、
　上記複数のラマン増幅器の中の第１のラマン増幅器およびその第１のラマン増幅器に隣
接する第２のラマン増幅器の間の光伝送路の伝送損失が増加した際、上記第１のラマン増
幅器及び上記第２のラマン増幅器以外の上記ラマン増幅器の上記ラマン増幅用光ファイバ
に供給すべき励起光のパワーを増加させる光中継伝送システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の光中継伝送システムであって、
　上記光伝送路の伝送損失の増加量がＬであり、励起光を増加させるべきラマン増幅器の
数がａ個であるとき、それらａ個のラマン増幅器による利得増加量がそれぞれＬ／ａにな
るように励起光が調整される。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光中継伝送システムに係わり、特に、ラマン増幅を利用して波長多重光を伝
送する光中継伝送システムに係わる。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、長距離の光伝送システムでは、各中継装置において光信号をいったん電気信号に
変換した状態で３Ｒ処理（タイミング補正、波形整形、信号再生）が実行 され、その後
、光信号に変換されて次の中継装置に送出されていた。しかし、現在では、光信号を電気
信号に変換することなく増幅する光増幅器の実用化が進ん できており、光増幅器を線形
中継装置として用いる伝送システムが検討されている。そして、上述のような光／電気変
換を伴う中継器を光増幅中継器に置き換え ることにより、各中継装置を構成する部品の
数が大幅に削減され、信頼性が向上し、さらにコストダウンが見込まれている。
【０００３】
　一方、イン ターネット等の普及に伴いネットワークを介して伝送される情報の量が増
加してきており、伝送システムを大容量化するための技術が盛んに研究されている。そ 
して、伝送システムの大容量化を実現するための方法のひとつとして、波長多重（ＷＤＭ
：Wavelength Division Multiplex ）光伝送方式が注目されている。波長多重光伝送とは
、互いに波長の異なる複数の搬送波を用いて複数の信号を多重化して伝送する方式であり
、１本の光ファイ バを介して伝送できる情報量が飛躍的に増加する。
【０００４】
　図２６は、一般的な光中継伝送システムの構成図である。このシステムでは、光送信機
１００から光受 信機２００へ波長多重光が伝送される。すなわち、光送信機１００は、
互いに波長の異なる信号光を合波することにより波長多重光を生成して伝送路に送出す 
る。一方、光受信機２００は、受信した波長多重光を波長毎に分波することによって各信
号を検出する。ここで、伝送路は光ファイバであり、所定間隔ごとに光 増幅器が設けら
れている。
【０００５】
　各光増幅器は、通常、それぞれエルビウムドープファイバ増幅器（ＥＤＦＡ）である。
ここで、一般的な ＥＤＦＡの利得波長帯域は、1.55μｍ帯であり、ゲインシフトＥＤＦ
Ａ（ＧＳ－ＥＤＦＡ）のそれは1.58μｍ帯である。そして、それらの帯域幅は、そ れぞ
れ約３０ｎｍ程度である。したがって、波長多重光伝送システムの伝送路にＥＤＦＡを設
ける場合には、信号光は、これらの利得波長帯域内の搬送波を利用 して伝送される。
【０００６】
　伝送システムの大容量化を図るためには、波長多重数を増やすことが有効であり、波長
多重数を増やすためのひとつの有 効な方法は、利得波長帯域を広くすることである。そ
して、近年、ＥＤＦＡと比較してより広い利得波長帯域を確保できる光増幅方法として、
ラマン （Raman ）散乱を利用するラマン増幅器が注目されている。
【０００７】
　ラマン増幅では、光ファイバに励起光を与えることにより、その励起光 の波長よりも
長波長側に利得が得られる。例えば、1.55μｍ帯においては、図２７(a)に示すように、
励起光の波長よりも約１００ｎｍ長波長側に利得が得られる。なお、この シフト量は、
周波数に換算すると、13.2テラHzである。また、ラマン増幅器は、励起光さえ用意できれ
ば任意の波長を増幅できる。
【０００８】
　ラマン増幅器は、上記性質を利用することにより実現される。そして、広い利得波長帯
域を得るためには、図２７(b) に示すように、中心周波数が互いに異なる複数の励起光が
使用される。なお、この方法は、例えば、Y. Emori, et al.,"100nm bandwidth flat gai
n Raman amplifiers pumped and gain-equalized by12-wavelength channel WDM high po
wer laser diodes", OFC'99 PD19 1999.に記載されている。このように、複数の励起光を
使用することにより、広い利得波長帯域が確保され得る。
【０００９】
　図２８は、ラマン増幅を利用した波長多重光伝送システムの構成図である。ラマン増幅
のための励起光 は、基本的に、信号光とは逆方向に伝送されるように伝送路光ファイバ
に与えられる。このとき、図２７(b) に示すように複数の励起光を使用する場合には、互
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いに発振周波数の異なる複数の光源から出力される励起光が波長合成器等により伝送路光
ファイバに与えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　伝送路上に複数のラマン増幅器を必要とする長距離光伝送システムでは、技術的に改良
すべき課題が残されている。具体的には、波長多重光に含まれる各信号光 のパワーを等
化すること、すなわち波長多重光のための利得波長特性を平坦化することが望まれている
。また、この問題は、修理や経年劣化等によって伝送路の 特性が変化した場合も考慮さ
れるべきである。
【００１１】
　本発明の課題は、伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられる光中継伝送システムにお
い て、その伝送特性を向上させることである。特に、各ラマン増幅器において複数の励
起光を使用する光中継伝送システムの伝送特性を向上させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一側面における光中継システムは、光伝送路上に直列に複数のラマン増幅器が
設けられた光中継伝送システムであって、上記ラマン増幅器は、ラマン増幅用光ファイバ
を備え、該ラマン増幅用光ファイバの両端に、各ラマン増幅器を相互に接続する光伝送路
が接続され、上記複数のラマン増幅器の中の第１のラマン増幅器およびその第１のラマン
増幅器に隣接する第２のラマン増幅器の間の光伝送路の伝送損失が増加した際、上記ラマ
ン増幅用光ファイバに供給すべき励起光のパワーを増加させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられる光中継伝送システムに
おいて、ラマン利得を変化させる要因が発生したときに、その要因に応じ て利得が調整
されるので、信号の伝送特性は低下しない。
【００１４】
　具体的には、励起光源が故障した際には、他の励起光源のパワーが自動的に調整 され
て利得が維持され、光伝送路の伝送損失が変化した際には、所定の励起光源のパワーが調
整されて利得が維持される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態の光中継伝送システムの構成図である。
【図２】ラマン増幅器の構成図である。
【図３】合波器の実施例である。
【図４】図３に示す合波器を構成する２入力／２出力３dBカプラの例である。
【図５】ラマン増幅器の実施例である。
【図６】ラマン増幅器の変形例（その１）である。
【図７】ラマン増幅器の変形例（その２）である。
【図８】ラマン増幅器の変形例（その３）である。
【図９】ラマン増幅器の変形例（その４）である。
【図１０】ラマン増幅器の変形例（その５）である。
【図１１】ラマン増幅器の変形例（その６）である。
【図１２】ラマン増幅器の変形例（その７）である。
【図１３】ラマン増幅器の変形例（その８）である。
【図１４】ラマン増幅用の光ファイバが増幅器内に設けられる構成を示す図である。
【図１５】ラマン増幅のために偏波面が直交する励起光を生成する装置の例である。
【図１６】本実施形態の光中継伝送システムの構成図である。
【図１７】本実施形態の伝送システムにおいて励起光源が故障した際の動作を説明する図
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である。
【図１８】ラマン増幅器において励起光パワーを調整する機能を説明する図である。
【図１９】図１７に示した機能を実現するための端局の動作のフローチャートである。
【図２０】本実施形態の伝送システムにおいて励起光源が故障した際の他の動作を説明す
る図である。
【図２１】図２０に示した機能を実現するための端局の動作のフローチャートである。
【図２２】本実施形態の伝送システムにおいて励起光源が故障した際のさらに他の動作を
説明する図であ る。
【図２３】伝送路を修理した際に励起光を調整する方法の一例を示す図である。
【図２４】合波器の特性を示す図である。
【図２５】伝送システムの構築方法を説明する図である。
【図２６】一般的な光中継伝送システムの構成図である。
【図２７】ラマン増幅の原理を説明する図である。
【図２８】ラマン増幅を利用した波長多重光伝送システムの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明の一実施形態の光中継伝送システムの構成図である。この伝送システム
は、端局１０お よび端局２０を備え、それらの間は多心光ファイバケーブルにより接続
されている。そして、端局１０と端局２０との間で双方向に信号が伝送される。
【００１７】
　端局１０は、複数の光送信機１１および複数の光受信機１２を備える。一方、端局２０
は、複数の光受信機２１および複数の光送信機２２を備える。そして、各光送信機１１ 
から送出される信号は、光ファイバを介して伝送され、対応する光受信機２１により受信
される。一方、各光送信機２２から送出される信号は、光ファイバを介 して伝送され、
対応する光受信機１２により受信される。なお、各送信機１１、２２は、それぞれ波長多
重光を送出する。すなわち、この伝送システムでは、多 心光ファイバケーブルを構成す
る各光ファイバを介して、それぞれ波長多重光が伝送される。
【００１８】
　端局１０と端局２０との間の伝送路には、複 数のラマン増幅器３０－１～３０－ｎが
設けられている。各ラマン増幅器３０－１～３０－ｎは、それぞれ多心光ファイバケーブ
ルを構成する各光ファイバを介 して伝送される波長多重光を増幅する。なお、光ファイ
バに励起光を与えることによりその光ファイバ自体においてラマン増幅が生じる。したが
って、「ラマン 増幅器」は、光ファイバおよびその光ファイバに励起光を供給する装置
から構成されるが、光ファイバに励起光を供給する装置のことを「ラマン増幅器」を呼ぶ
 こともある。また、各ラマン増幅器は、それぞれ光中継装置の中に設けられてもよい。
【００１９】
　図２は、ラマン増幅器３０の構成図である。なお、ラマン増幅器３０－１～３０－ｎは
、基本的に互い に同じ構成である。そして、「ラマン増幅器３０」は、ラマン増幅器３
０－１～３０－ｎの中の任意の１つを表す。
【００２０】
　ラマン増幅器３０は、 複数の励起光源３１、合波器３２および合波器３３を備える。
複数の励起光源３１は、互いに異なる波長の励起光を生成する。この実施例では、４個の
励起光源 により、波長λ1 ～λ4 の励起光が生成される。なお、各励起光源３１は、た
とえば、レーザダイオードである。レーザダイオードは、一般に、与えられた電流に対応
するパワーの光を 出力する。また、多くのレーザダイオードは、発光パワーを検出する
ためのバックパワーモニタ機能を備えている。以下では、各励起光源３１の発光パワーは
、 バックパワーモニタ機能または他の方法により検出可能であるものとする。
【００２１】
　合波器３２は、複数の励起光源３１から出力される励起光を合波する。この実施例では
、合波器３２により波長λ1 ～λ4 の励起光が合波される。また、合波器３２は、複数の
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出力ポートを備え、各出力ポートからそれぞれ合波された励起光を出力する。なお、合波
器３２の構成につ いては、後で詳しく説明する。
【００２２】
　合波器３３は、多心光ファイバケーブルに収容される各光ファイバ毎に設けられ、合波
器３２から出力され る励起光を対応する光ファイバに供給する。このとき、励起光は、
信号光とは逆方向に伝送されるように光ファイバに入射される。なお、図２において、「
ファイバシステム」とは、多心光ファイバケーブルに収容される各光ファイバのことを指
している。
【００２３】
　なお、図２に示す例では、ラマン増幅器３０に４個の励起光源３１が設けられているが
、本発明はこれに限定されるものではない。励起光源３１の数は、例えば、必要な利得波
長帯域幅に基づいて決定されてもよい。また、この例では、励起光源３１の数と光ファイ
バの 数とが互いに一致しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、これらの
数が互いに異なっていてもよい。
【００２４】
　図３は、合波器３２の実施例である。この実施例では、２n 個の励起光源 （ＬＤ1 ～
ＬＤ(2n)）により生成される励起光を合波して２n 個の出力ポート（Ｐ1～Ｐ(2n)） から
出力する構成を示す。
【００２５】
　合波器３２は、ｎ段構成の光カプラ群により実現される。ここで、各光カプラは、それ
ぞれ、図４に示す２入力／２出力３dBカプラである。この２入力／２出力３dBカプラは、
２つの入力ポー トからそれぞれ入力される光を合波して各出力ポートから出力する。そ
して、各出力ポートから出力される合波光は、基本的に互いに同じである。したがって、
図３に示す合波器３２の各出力ポートからは、それぞれ、各励起光源が生成する励起光を
合波すること によって得られる合波光が出力される。このとき、各出力ポートから出力
される合波光は、基本的に互いに同じである。
【００２６】
　図５は、ラマン増幅器３０の実施例である。ここでは、ラマン増幅器３０は、複数の励
起光源３１とし て、８（＝２3 ）個のレーザダイオードＬＤ１～ＬＤ８を備えている。
また、多心光ファイバケーブルは、８本の光ファイバを収容し ている。
【００２７】
　レーザダイオードＬＤ１～ＬＤ８は、互いに波長の異なる励起光を出力する。合波器３
２は、３段構成の光カプラ群であり、８個 の出力ポートを備える。ここで、合波器３２
は、図３において「ｎ＝３」の場合に相当する。そして、合波器３２は、レーザダイオー
ドＬＤ１～ＬＤ８ により生成される励起光を合波し、その合波励起光を各出力ポートか
ら出力する。
【００２８】
　多心光ファイバケーブルに収容される各光ファイバに は、それぞれ合波器３３が設け
られている。各合波器３３は、合波器３２の対応する出力ポートから出力される合波励起
光を受信し、それを対応する光ファイバ に入射する。このとき、合波励起光は、信号光
と逆方向に伝送されるように入力される。これにより、レーザダイオードＬＤ１～ＬＤ８
により生成される励起光 が各光ファイバに供給される。そして、各光ファイバにおいて
、図２７(b) に示すような増幅作用が得られる。
【００２９】
　次に、上述したラマン増幅器 の変形例を示す。なお、以下に示すラマン増幅器は、図
２～図５を参照しながら説明した構成をベースにしている。ただし、以下の実施例では、
４本の光ファイバ に対して励起光を供給する場合を想定する。
【００３０】
　図６に示す構成では、各光ファイバ毎にＥＤＦＡが設けられている。即ち、この構成で
は、複数の信号光を含む波長多重光は、ラマン増幅器により増幅された後、さらにＥＤＦ
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Ａにより増幅される。
【００３１】
　図７に示す構成では、各光ファイバ毎に利得等化器が設けられている。この利得等化器
は、例えば、ラ マン増幅器の利得の波長特性を補償するように、或いはラマン増幅器に
より増幅された波長多重光に含まれる各信号光のパワーが等化されるように設計または調
 整される。
【００３２】
　図８に示す構成では、１組の上り光ファイバと下り光ファイバとの間にそれぞれ ＯＴ
ＤＲ（Optical Time Domain Reflectometry ）パスが設けられている。なお、ＯＴＤＲパ
スは、各合波器３３の前後に設けられる。これにより、位置判定のためのファイバセンサ
が実現される。
【００３３】
　図９に示す構成では、各光ファイバ毎にＳＶ信号受信モジュールが設けられ、各ＳＶ信
号受信モジュー ルにより受信されたＳＶ信号は、ＳＶ制御部により処理される。ここで
、ＳＶ信号は、この光伝送システムを監視するための制御信号であり、例えば、端局１０
 または端局２０から予め決められた波長の搬送波を用いて伝送される。この場合、ＳＶ
信号受信モジュールは、波長多重光からＳＶ信号を含む信号光を分波する 分波器、およ
びその分波器により分波された信号光を電気信号に変換する光電素子（例えば、フォトダ
イオードＰＤ）から構成される。そして、ＳＶ制御部は、 各光ファイバを介して伝送さ
れてくるＳＶ信号に基づいて、伝送路の正常性、或いは他の光中継装置の正常性などを検
出する。なお、図６～図９においては、励起光源は省略されている。
【００３４】
　図１０に示す構成では、この装置から出力される波長多重光のパワーが予め決められた
一定値になるようにフィードバック制御する機能（ＡＬＣ：AutomaticLevel Control ）
が設けられている。この機能は、波長多重光の一部を分岐するための分岐カプラ、分岐カ
プラにより分岐された波長多重光の一部を検出する光電素子（例え ば、フォトダイオー
ドＰＤ）、合波器３２の出力レベルを調整する光可変アッテネータ、光電素子の出力に従
って光可変アッテネータの減衰量を調整する制御部 により実現される。
【００３５】
　図１１に示す構成では、合波器３２と各合波器３３との間に光アイソレータが挿入され
ている。各光ア イソレータは、それぞれ合波器３３から合波器３２へ向かう光を遮断す
る。
【００３６】
　図１２に示す構成では、各励起光源ＬＤ１～ＬＤ４と合波器３２との間にそれぞれ光フ
ァイバグレー ティングフィルタが設けられている。光ファイバグレーティングフィルタ
としては、狭帯域（例えば、３dB帯域幅が１ｎｍ以下）、低反射率（例えば、 １～１５
パーセント）のものを用いる。これにより、各励起光源により生成される励起光の発振波
長が固定される。
【００３７】
　図１３に示す構成では、合波器３３の代わりに光サーキュレータが設けられている。こ
の場合、合波器 ３２から出力される励起光は、それぞれ信号光と逆方向に伝送されるよ
うに光ファイバに入射される。
【００３８】
　なお、図５～図１３では、ラマン増幅器に接続する光ファイバを利用してラマン増幅が
行われる構成が示されている が、本発明のラマン増幅器は、図１４に示すように、ラマ
ン増幅用の光ファイバがラマン増幅器の中に設けられる構成であってもよ い。
【００３９】
　図１５は、ラマン増幅のために偏波面が直交する励起光を生成する装置の実施例である
。この装置は、 互いに波長の異なる励起光を生成する複数の光源モジュール４０を有す
る。各光源モジュール４０は、それぞれ、同一波長の励起光を生成する１組の励起光源、
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およびその１組の励起光源により生成される励起光を偏波合成する偏波合成器４１を有す
る。これにより、各光源モジュール４０は、それぞれ、偏波面が直交す る励起光を出力
する。なお、各光源モジュール４０から出力される励起光は、合波器３２により合波され
る。そして、その合波された励起光は、複数の光ファイ バに供給される。
【００４０】
　図１５に示す実施例では、励起光を供給すべき光ファイバの数と励起光源の数との比率
が１：２であ り、１組の励起光源により生成される励起光が偏波合成されているが、本
発明はこの構成に限定されるものではない。即ち、本発明は、励起光を供給すべき光 フ
ァイバの数と励起光源の数との比率が１：２であり、１組の励起光源により生成される励
起光の波長が互いに異なっていてもよい。この場合、１組の励起光源 により生成される
励起光は、波長合波器により合波されることになる。
【００４１】
　上述のように、本実施形態のラマン増幅器では、互いに波長の異な る複数の励起光が
合波され、その合波励起光が複数の光ファイバにそれぞれ供給される。ここで、複数の励
起光は、図３～図４を参照しながら説明したように、複数の光素子（実施例では、光カプ
ラ）を用いて合波される。そ して、このとき、合波励起光に含まれる各波長毎の励起光
のレベルは、基本的に、互いに同じであることが望ましい。
【００４２】
　しかし、上記構成に おいて、各光カプラの特性（特に、分岐比）は、僅かではあるが
ばらつきがある。このため、合波器３２により得られる合波励起光に含まれる各波長毎の
励起光 のレベルは、しばしば互いに一致していない。そして、このような合波励起光を
用いてラマン増幅を行うと、信号光を増幅するための利得が波長依存性を持つことになる
。さらに、図１に示したように、伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられる伝送システ
ムでは、上述のような利 得の波長特性が累積される可能性がある。
【００４３】
　図１６は、本実施形態の光中継伝送システムの構成図である。この伝送システムは、光
送信機１１と光 受信機２１との間の伝送路上に複数のラマン増幅器３０を有する。なお
、ラマン増幅器３０は、図２～図１５を参照しながら説明した通りである。また、図１６
では１組の光送信機１１と光受信機２１との間の伝送路を示しているが、この伝送路は図
１に示すシステムの一部であってもよい。この場合、各ラマン増幅器３０は、多心光ファ
イバケーブ ルに収容される複数の光ファイバを介して伝送される信号を一括して増幅す
る。
【００４４】
　本実施形態では、この伝送路上に１または複数個の利得等 化器５０が設けられる。具
体的には、例えば、数１０個のラマン増幅器に対して１つの利得等化器５０が設けられる
。なお、利得等化器５０は、各光ファイバ毎 に設けられる。すなわち、図１に示すシス
テムにおいては、各光ファイバ毎にそれぞれ利得等化器５０が設けられる。
【００４５】
　利得等化器５０としては、等化特性が予め固定的に設定された等化器を用いてもよいし
、等化特性を動的に変えることができる可変等化器を用いてもよい。前者 の等化器を用
いる場合には、例えば、伝送システムを構築した後に信号を伝送しながら適切な等化器を
選択する。具体的には、例えば、実際に波長多重光を伝送し、その波長多重光に含まれる
複数の信号光のパワーが等化されるような利得等化器を選択して設置する。
【００４６】
　一方、可変利得等化器を用いる場合には、フィードバック制御により各可変等化器の利
得特性が動的に調整される。具体的には、例えば、光受信機２１により受信される波長多
重光の一部を分岐し、その分岐された波長多重光に含まれる複数の信号光が等価されるよ
うに各可変等化器の特性を調整する。この構成においては、伝送路の特性が変わった場 
合であっても、利得偏差は小さいままである。尚、利得等化器５０は、既存のものを用い
ることができる。利得等化器（特に、可変利得等化器）については、例 えば、特開平１
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１－２１２０４４号公報あるいは特開平１１－２２４９６７号公報に記載されている。
【００４７】
　上記構成の伝送システムにおいて は、ラマン増幅器３０による利得が波長依存性を持
っていたとしても、等化器５０を設けることによって利得偏差は小さくなる。即ち、ラマ
ン増幅のために供給 される複数の励起光のパワーが均一でなかったとしても、この伝送
路を介して伝送される波長多重光は適切に等化される。また、上記構成のシステムにおい
て は、伝送路ファイバの伝送損失、非線形実行面積、およびラマン利得係数に関してば
らつきがある場合でも、システム全体としての利得偏差は小さくなる。
【００４８】
　次に、光中継伝送システムにおいて障害が発生した時に、その影響を最小限に抑えるた
めの方法を説明する。図１７は、本実施形態の伝送システムにおいて励起光源が故障した
際の動作を説明する図である。ここ では、各ラマン増幅器３０において、互いに波長の
異なる４つの励起光（λ1 ～λ4 ）が供給されるものとする。
【００４９】
　図１７に示す方法においては、あるラマン増幅器の中の任意の励起光源が故障すると、
そのラマン増幅 器の近傍の他のラマン増幅器において対応する励起光源のパワーを調整
することにより、上記故障による影響が補償される。図１７に示す例では、ラマン増幅器
３０ｃにおいて励起光λ3 を生成する励起光源が故障している。この場合、ラマン増幅器
３０ａ、３０ｂ、３０ｄ、３０ｅにおいて、それぞれ励起光λ3 を生成する励起光源のパ
ワーが増加させられる。これにより、上記励起光源の故障により生じる利得偏差は、小さ
く抑えられる。なお、この方法は、励起光 （λ1 ～λ4 ）の波長間隔が比較的広い場合
に有効である。また、この方法は、過剰な冗長構成は必要ない。
【００５０】
　励起光パワーを増加させ るべきラマン増幅器（図１７では、４個のラマン増幅器３０
ａ、３０ｂ、３０ｄ、３０ｅ）の数が少ないと、特定の励起光源 の負担が大きくなって
しまい、その励起光源が早く劣化してしまう。一方、励起光パワーを増加させるべきラマ
ン増幅器の数が多いと、伝送システム全体の光信号対雑音比が大きく劣化してしまう。従
って、励起光パワーを増加させるラマン増幅器の数は、適切に決める必要がある。一例と
しては、３個程度である。
【００５１】
　上記方法は、端局１０または２０において各励起光源の状態をモニタし、異常を検出し
た際に対応するラマン増幅器に指示を与えることにより実現される。図１８は、各ラマン
増幅器３０において励起光パワーを調整する機能を説明する図である。ここでは、 ラマ
ン増幅器３０は、複数の励起光源６１を備える。励起光源６１は、それぞれ対応する駆動
回路６２により駆動される。ここで、励起光源６１は、レーザダイ オードである。また
、駆動回路６２は、制御部６４により指示される電流を対応する励起光源６１に供給する
。検出回路６３は、対応する励起光源６１の発光パ ワーを検出する。発光パワーは、例
えば、レーザダイオードのバックパワーに基づいて検出される。
【００５２】
　制御部６４は、端局１０または２０か らの問合せに従って、各励起光源６１の状態を
調べる。具体的には、検出回路６３の出力に基づいて励起光源６１の発光パワーを検出す
る。このとき、励起光源 ６１に供給されている電流値を調べてもよい。そして、その検
出結果を端局１０または２０に通知する。また、制御部６４は、端局１０または２０から
の指示に 従って駆動回路６２を制御する。これにより、端局１０または２０からの指示
に従って、特定の励起光源６１の発光パワーが調整される。
【００５３】
　図１９は、図１７に示した機能を実現するための端局１０または２０の動作のフローチ
ャートである。このフロー チャートの処理は、例えば、所定間隔ごとに実行される。
　ステップＳ１では、各ラマン増幅器３０に対して、それぞれ励起光源の状態を問 い合
わせる。このとき、各ラマン増幅器３０は、この問合せに応じて各励起光源の状態を調べ
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てその結果を返送する。なお、励起光源の故障は、例えば、発光パ ワーが所定値以下で
あるときに検出される。ステップＳ２では、各ラマン増幅器３０からの応答を受信し、故
障している励起光源が存在するか否かを調べる。そして、故障している励起光源が存在す
る場合には、ステップＳ３以降の処理を実行し、そうでない場合には処理を終了する。
【００５４】
　ステップＳ３ では、故障している励起光源が設けられているラマン増幅器を特定する
。ステップＳ４では、故障している励起光源の波長を特定する。ステップＳ５では、ス 
テップＳ３の結果に基づいて、励起光パワーを調整すべきラマン増幅器を決定する。ステ
ップＳ６では、制御信号を作成する。この制御信号は、ステップＳ５に おいて決定され
たラマン増幅器に対して、ステップＳ４で特定された波長の励起光パワーを高めるための
指示を含む。このとき、例えば、励起光源の故障によっ て「Ｌ(dB)」の損失が発生した
ものとし、また、ａ個のラマン増幅器に対して励起光のパワーの増加を指示するものとす
ると、それらａ個のラマン増幅器に 対して、励起光パワーの増加量として、利得に換算
して「Ｌ／ａ(dB)」に相当する値が指示される。そして、ステップＳ７において、上記制
御信号を送出す る。このとき、ラマン増幅器３０は、制御信号に従って対応する励起光
のパワーを調整する。
【００５５】
　図２０は、本実施形態の伝送システムにおいて励起光源が故障した際の他の動作を説明
する図である。 ここでは、各ラマン増幅器３０において、互いに波長の異なる８つの励
起光（λ1 ～λ8 ）が供給されるものとする。
【００５６】
　図２０に示す方法においては、あるラマン増幅器の中の任意の励起光源が故障したとす
ると、そのラマ ン増幅器において故障した励起光源の波長に隣接する波長の励起光のパ
ワーを調整することにより、上記故障による影響が補償される。図２０に示す例では、ラ
マン増幅器３０ｃにおいて励起光λ5 を生成する励起光源が故障している。この場合、ラ
マン増幅器３０ｃにおいて、励起光λ4 および励起光λ6 の発光パワーが増加させられる
。そして、これにより、上記励起光源の故障によって生じる利得偏差が小さく抑えられる
。なお、この方法は、励起光（λ1 ～λ8 ）の波長間隔が狭い場合に有効である。また、
図２０に示す実施例では、ラマン増幅器３０ｃの中のある励起光源が故障したときにその
ラマン増幅器 ３０ｃの中の他の励起光源の光パワーを調整し ているが、他のラマン増幅
器の励起光パワーを調整するようにしてもよい。例えば、ラマン増幅器３０ｂおよび３０
ｄにおいて、それぞれ励起光λ4 および励起光λ6 の発光パワーを増加させるようにして
もよい。
【００５７】
　上記方法は、端局１０または２０において各励起光源の状態をモニタ し、異常を検出
した際にその故障が発生したラマン増幅器に指示を与えることにより実現される。
【００５８】
　図２１は、図２０に示した機能を実現するための端局１０または２０の動作のフローチ
ャートである。なお、ス テップＳ１～Ｓ４は、図１９に示したフローチャートの場合と
同じである。すなわち、端局１０または２０は、故障が発生し たラマン増幅器および励
起光源を認識する。
【００５９】
　ステップＳ１１では、ステップＳ３およびＳ４の検出結果に基づいて、励起光パワーを
調整すべき励起光源を決定する。具体的には、故障が発生している励起光源が生成する励
起光の波長に隣接する波長の励起光を生成する励起光源を特定する。ここで、 出力パワ
ーを調整すべき励起光源の数は、予め決められているものとする。なお、出力パワーを増
加すべき励起光源の数を少なくするとその励起光源の負担が重 くなり、出力パワーを増
加すべき励起光源の数を多くすると利得の平坦化が難しくなる。したがって、出力パワー
を増加すべき励起光源の数は、これらの要因を 勘案して決定される。
【００６０】



(10) JP 4941576 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

　続いて、ステップＳ６では、制御信号を作成する。この制御信号は、故障が発生したラ
マン増幅器に対して、ステッ プＳ１１で特定された励起光源の励起光パワーを高めるた
めの指示を含む。このとき、励起光パワーの増加量も通知されるようにしてもよい。そし
て、ステップ Ｓ７において、上記制御信号を送出する。このとき、制御信号を受信した
ラマン増幅器３０は、その制御信号に従って対応する励起光のパワーを調整する。
【００６１】
　図２２は、本実施形態の伝送システムにおいて励起光源が故障した際のさらに他の動作
を説明する図で ある。ここでは、各ラマン増幅器３０において、互いに波長の異なる４
つの励起光（λ1 ～λ4 ）が供給されるものとする。
【００６２】
　図２２に示す方法においては、任意の伝送路の伝送損失が増加した場合に、複数のラマ
ン増幅器の励起 光のパワーを調整することによりその伝送損失が補償される。図２２に
示す例では、ラマン増幅器３０ｂと３０ｃとの間の伝送路の伝送損失が増加している。伝
送損失が増加する原因としては、例えば、伝送路の修理や、経年劣化などが考えられる。
【００６３】
　このとき、もし、伝送損失が増加した伝送路に直接的 に接続されるラマン増幅器のみ
において励起光パワーを増加させると、その励起光源の負担が重くなり、また、光ファイ
バの特性や合波器の分岐比のばらつきにより利得偏差が 生じてしまう。そこで、本実施
形態では、伝送損失が増加した伝送路の前後の数個のラマン増幅器において励起光パワー
を少しずつ増加させることにより、上述 の問題を回避している。図２２に示す例では、
ラマン増幅器３０ｂと３０ｃとの間の伝送路の伝送損失が増加した場合に、ラマ ン増幅
器３０ａ～３０ｄの励起光パワーをそれぞれ少しずつ増加させている。なお、励起光パワ
ーを増加させるべきラマン増幅器の数は、例えば、３個程度である。また、各ラマン増幅
器においてラマン増幅のために複数の励起光が使用されている場合には、すべての励起光
のパワーをそれぞれ増加させる。
【００６４】
　上記方法により、特定の励起光源に負担が集中することを回避しながら、伝送システム
全体として利得偏差が低減される。なお、この方法は、伝送路の伝送損失 の増加を認識
した際に、端局１０または２０から対応する複数のラマン増幅器に指示を与えることによ
り実現される。
【００６５】
　伝送路を修理する際 には、通常、その伝送路の光ファイバは他の光ファイバに置き換
えられる。ここで、各光ファイバは、それぞれ固有の波長特性を有している。すなわち、
ある光 ファイバが他の光ファイバに置き換えられると、その光ファイバを利用するラマ
ン増幅の利得も変化してしまう。以下、このことに起因する問題点を図２３を参照しなが
ら説明する。
【００６６】
　図２３に示す例では、１対の伝送路（上り伝送路、下り伝送路）上にラマン増幅器３０
ａ～３０ｄが設 けられている。なお、図２３では、ラマン増幅器３０ｃについては励起
光源および合波器を描いているが、他のラマン増幅器 についてはそれらは省略されてい
る。また、励起光は、それぞれ信号光とは逆方向に伝送されるように各光ファイバに入力
されるものとする。
【００６７】
　上記構成において、ラマン増幅器３０ｂと３０ｃとの間の伝送路が修理されたものとす
る。このとき、ラマン増幅器３０ｃの励起光パワーを調整すると、上り伝 送路と下り伝
送路との間でラマン利得が互いに異なってしまう。すなわち、上り伝送路においては、新
たに設けられた光ファイバに供給される励起光パワーが調整されるのに対し、下り伝送路
では、以前から使用されている光ファイバに供給される励起光パワーが調整される。この
結果、上り伝送路の利得と下り伝送路の 利得とが互いに異なってしまう可能性がある。
【００６８】
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　そこで、本実施形態では、伝送路の修理に際して増加した伝送損失を補償する際には、
その 修理を行った伝送路以外の伝送路においてラマン増幅のための励起光パワーを調整
するようにしてもよい。例えば、図２２において、ラマン増幅器３０ｂと３０ｃとの間の
伝送路の伝送損失が増加した場合に、ラマン増 幅器３０ｄ～３０ｆの励起光パワーをそ
れぞれ少しずつ増加させるようにしてもよい。
【００６９】
　なお、伝送路の修理等によって伝送損失が「Ｌ(dB)」だけ増加し、また、この 損失を
補償するためにａ個のラマン増幅器において励起光のパワーの増加する場合には、それら
ａ個のラマン増幅器における励起光パワーの増加量は、利得に換 算して「Ｌ／ａ(dB)」
に相当する。すなわち、複数のラマン増幅器に対して負担が均等に振り分けられる。
【００７０】
　次に、複数の励起光を合波 する合波器３２の特性のばらつきを考慮して伝送システム
を構築する方法について説明する。複数の光ファイバに対してそれぞれ複数の励起光を供
給する場合 は、例えば、図３に示したような複数の２入力／２出力３dBカプラから構成
される合波器が用いられる。このと き、この合波器の分岐比は、均一であることが望ま
しい。たとえば、互いの同じパワーの複数の励起光（λ1 ～λ4 ）が入力されたときには
、図２４(a) に示すように、それら複数の励起光のパワーが均等に合波された合波励起光
が各出力ポートから出力されることが望ましい。
【００７１】
　しかし、実際 には、分岐比が完全に１：１の２入力／２出力３dBカプラを製造するこ
とは容易ではない。このため、多数の２入力／２出力３dBカプラを組み合わせること に
よって合波器３２を構成すると、例えば図２４(b) に示すように、複数の励起光が不均一
に合波されてしまうことがある。ここで、ラマン増幅の利得は、与えられた励起光のパワ
ーに依存する。したがって、もし 励起光（λ1 ～λ4 ）が図２４(b) に示す合波器３２
により合波されて各光ファイバに供給されると、各伝送路における利得はそれぞれ平坦で
はなくなってしまう。例えば、図２４(b) に示すケースの場合、光ファイバ１においては
、波長λ3 に対応する波長帯の利得が大きくなると共に、波長λ1 および波長λ4 に対応
する波長帯の利得が小さくなってしまう。
【００７２】
　本実施形態で は、上記問題を解決するために、各ラマン増幅器３０に設けられる合波
器３２の組合せを最適化する。具体的には、まず、多数の合波器３２の特性（特に、分岐
 比）を予め測定しておく。つづいて、特性の平均値が図２４(a)に示した理想的な状態に
なるように数個～数１０個の合波器３２を適切に選別する。そし て、選別された数個～
数１０個の合波器３２を１つのグループとし、それらを伝送路上に連続的に設けられるラ
マン増幅器のために使用する。図２５に示す例では、特性の平均値が理想的な状態になる
ような５個の合波器３２が選別されてラマン 増幅器３０ａ～３０ｅのために使用されて
いる。この場合、ノードＡからノードＢへ至る伝送路では、ラマン増幅器３０ａ～３０ｅ
により得られる利得の波長特 性が平均化される。すなわち、この間の伝送路では、合波
器３２のばらつきが補償された利得が得られる。
【００７３】
　なお、上述のシステム構築において、合波器３２は、多心光ファイバケーブルに収容さ
れる光ファイバの数と同じ数ごとに、或いはその光ファイバの数の整数倍ごとに選別され
て設置されるよう にしてもよい。
【００７４】
　また、上述の例では、数個～数１０個の合波器３２の特性の平均値が理想的になるよう
にしているが、本発明はこれに限定 されるものではない。すなわち、端局１０と端局２
０との間の伝送路に設けられる全てのラマン増幅器３０のための合波器の特性の平均値が
理想的になるように 合波器が適切に選択されるようにしてもよい。ただし、伝送路を構
築する際の作業効率を考えると、数個～数１０個ごとのグループ毎に合波器３２を選別す
る方 が好適である。
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【００７５】
　さらに、図１７または図２２に示す方法では、複数のラマン増幅器において励起光パワ
ーが調整されるが、この場合、合波器 ３２の特性の平均値が理想的な状態となっている
数個のラマン増幅器の励起光を調整するようにしてもよい。例えば、図２２において、ラ
マン増幅器３０ａ～３０ｅが備える各合波器３２の特性の平均値が理想的な状態に なる
ように選別されて配置されている場合は、ラマン増幅器３０ａ～３０ｅの励起光パワーが
それぞれ少しずつ増加させられる。この構成によれば、合波器３２ が適切に選別された
配置された１群のラマン増幅器グループの中で励起光が調整されるので、そのような励起
光の調整を行ってもラマン利得の偏差は大きくなら ない。
【００７６】
（付記１）
　光伝送路上に１または複数のラマン増幅器が設けられた光中継伝送システムであって、
各ラマン増幅器は、ラマン増幅のための励起光を生成する複数の励起光 源、およびそれ
ら複数の励起光源により生成される励起光を合波して上記光伝送路に供給する合波器を有
し、上記光伝送路上に利得等化器が設けられる光中継伝 送システム。
（付記２）
　付記１に記載の光中継伝送システムであって、上記利得等化器の利得波長特性は固定的
に設定されている。
（付記 ３）
　付記１に記載の光中継伝送システムであって、上記利得等化器の利得波長特性は、当該
光中継伝送システムの利得が予め決められた値になるように動的に調整さ れる。
（付記４）
　光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられ、各ラマン増幅器においてそれぞれ複数の
励起光が使用される光中継伝送システムであって、上記複数のラマン増幅 器の中の第１
のラマン増幅器において上記複数の励起光の中の第１の波長の励起光のパワーが所定レベ
ル以下に低下した際に、上記第１のラマン増幅器以外の１ または複数のラマン増幅器に
おいて、上記第１の波長またはその第１の波長と実質的に同じ波長の励起光のパワーを増
加させる光中継伝送システム。
（付記５）
　光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられ、各ラマン増幅器においてそれぞれ複数の
励起光が使用される光中継伝送システムであって、上記複数のラマン増幅器の中の第１の
ラマン増幅器において上記複 数の励起光の中の第１の波長の励起光のパワーが所定レベ
ル以下に低下した際に、上記第１のラマン増幅器または他のラマン増幅器において、上記
第１の波長に 隣接する波長の励起光のパワーを増加させる光中継伝送システム。
（付記６）
　光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられた光中継伝送システムであって、上記複数
のラマン増幅器の中の第１のラマン増幅器およびその第１のラマン増幅器 に隣接する第
２のラマン増幅器の間の光伝送路の伝送損失が増加した際、少なくとも第１および第２の
ラマン増幅器において励起光のパワーを増加させる光中継 伝送システム。
（付記７）
　光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられた光中継伝送システムであって、上記複数
のラマン増幅器の中の第１のラマン増幅器およびその第１のラマン増幅器 に隣接する第
２のラマン増幅器の間の光伝送路の伝送損失が増加した際、それら第１および第２のラマ
ン増幅器間の伝送路以外の伝送路に供給すべき励起光のパ ワーを増加させる光中継伝送
システム。
（付記８）
　光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられ、各ラマン増幅器においてそれぞれ複数の
励起光が使用される光中継伝送システムであって、各ラマン増幅器は、上 記複数の励起
光を合波して上記光伝送路に供給する合波器を備え、上記複数のラマン増幅器に設けられ
る複数の合波器の特性の平均値が予め決められた所定の特 性になるようにそれらの複数
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の合波器が選択されて配置される光中継伝送システム。
（付記９）
　付記８に記載の光中継伝送システムであって、所定個数ごとに上記合波器の特性の平均
値が予め決められた所定の特性になるように上記合波器が選択されて配置 される。
（付記１０）
　付記９に記載の光中継伝送システムであって、上記光伝送路がｍ本の光ファイバを収容
する場合には、上記所定個数はｍまたはｍの整数倍である。
（付記１１）
　付記４または５に記載の光中継伝送システムであって、上記光伝送路がｍ本の光ファイ
バを収容し、上記各ラマン増幅器において、互いに波長の異なるｍ波の励 起光が合波さ
れて上記ｍ本の光ファイバにそれぞれ供給される。
（付記１２）
　付記４または５に記載の光中継伝送システムであって、上記光伝送路がｍ本の光ファイ
バを収容し、上記各ラマン増幅器は、ｍ個の入力ポートおよびｍ個の出力 ポートを備え
る合波器を有し、上記ｍ個の入力ポートには、それぞれ２波の励起光を偏波合成すること
により得られる偏波合波光が入力され、上記合波器は、上 記ｍ個の入力ポートから入力
される偏波合波光をさらに合波して上記ｍ本の光ファイバにそれぞれ供給する。
（付記１３）
　付記４～付記７のいずれか１つに記載の光中継伝送システムであって、各ラマン増幅器
は、複数の励起光を合波して上記光伝送路に供給する合波器を備え、所定数のラマン増 
幅器ごとにそれら所定数のラマン増幅器が備える合波器の特性の平均値が予め決められた
所定の特性になるようにそれらの複数の合波器が選択されて配置され、 上記所定数のラ
マン増幅器において励起光のパワーを増加させる。
（付記１４）
　付記７に記載の光中継伝送システムであって、上記光伝送路の伝送損失の増加量がＬで
あり、励起光を増加させるべきラマン増幅器の数がａ個であるとき、それ らａ個のラマ
ン増幅器による利得増加量がそれぞれＬ／ａになるように励起光が調整される。
（付記１５）
　第１の光端局と第２の光端局との間の光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられ、各
ラマン増幅器においてそれぞれ複数の励起光が使用される光中継伝送方法 であって、上
記第１の光端局により、上記複数のラマン増幅器の各励起光のパワーが検出され、上記複
数のラマン増幅器の中の第１のラマン増幅器において上記 複数の励起光の中の第１の波
長の励起光のパワーが所定レベル以下に低下した際に、上記第１の光端局から上記第１の
ラマン増幅器以外の１または複数のラマン 増幅器に対して、上記第１の波長またはその
第１の波長と実質的に同じ波長の励起光のパワーを増加させるための制御信号が転送され
、上記１または複数のラマ ン増幅器において上記制御信号に従って励起光が調整される
光中継伝送方法。
（付記１６）
　第１の光端局と第２の光端局との間の光伝送路上に複数のラマン増幅器が設けられ、各
ラマン増幅器においてそれぞれ複数の励起光が使用される光中継伝送方法 であって、上
記第１の光端局により、上記複数のラマン増幅器の各励起光のパワーが検出され、上記複
数のラマン増幅器の中の第１のラマン増幅器において上記 複数の励起光の中の第１の波
長の励起光のパワーが所定レベル以下に低下した際に、上記第１の光端局から上記第１の
ラマン増幅器対して、上記第１の波長に隣 接する波長の励起光のパワーを増加させるた
めの制御信号が転送され、上記第１のラマン増幅器において上記制御信号に従って励起光
が調整される光中継伝送方 法。
【符号の説明】
【００７７】
　１０、２０　　　端局
　１１、２２　　　光送信機



(14) JP 4941576 B2 2012.5.30

　１２、２１　　　光受信機
　３０　　　ラマン増幅器
　３１　　　励起光源
　３２、３３　　　合波器
　４０　　　光源モジュール
　４１　　　偏波合成器
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